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  令和２年１２月２５日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

   京都市危険物規制規則及び京都市火災予防規則の一部を改正する規則 

（京都市危険物規制規則の一部改正） 

第１条 京都市危険物規制規則の一部を次のように改正する。 

第１号様式注以外の部分，第５号様式注以外の部分，第７号様式注以外の部分及び第

８号様式注以外の部分中「。記名押印又は署名」及び「○印」を削る。 

第８号様式の２中「（記名押印又は署名）」及び「○印」を削る。 

第１０号様式中「。記名押印又は署名」及び「○印」を削る。 

（京都市火災予防規則の一部改正） 

第２条 京都市火災予防規則の一部を次のように改正する。 

第４号様式の６注以外の部分，第５号様式１注以外の部分，第７号様式注以外の部分，

第８号様式注以外の部分，第８号様式の２注以外の部分，第９号様式注以外の部分，第

１０号様式注以外の部分，第１０号様式の２注以外の部分，第１０号様式の３注以外の

部分，第１０号様式の４注以外の部分，第１０号様式の５注以外の部分，第１０号様式

の６注以外の部分，第１０号様式の７注以外の部分，第１１号様式注以外の部分，第１

２号様式注以外の部分，第１２号様式の２注以外の部分，第１３号様式注以外の部分，

第１３号様式の２注以外の部分，第１３号様式の３注以外の部分，第１３号様式の４注

以外の部分，第１４号様式注以外の部分，第１６号様式注以外の部分及び第１９号様式

中「。記名押印又は署名」及び「○印」を削る。 

   附 則 

 この規則は，公布の日から施行する。 

（京都市消防局予防課及び指導課） 
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